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有料老人ホーム重要事項説明書

記入年月日 令和 6 年 4 月１日

記入者名 迫田 章生 所属・氏名 事務長  迫田  章生

１．事業主体概要

(1)事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

①事業主体の名称 法人等の種

類

なし あり 営利法人

名称 かぶしきがいしゃ けー・えす・めでぃかる

  株式会社 ケー・エス・メディカル

②事業主体の主たる事務所

の所在地

〒

654-0103

兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7-57

③事業主体の連絡先 電話番号 078-797-7668

ＦＡＸ番号 078-797-7665

ホームペー

ジアドレス

なし

http：//www.ksmedical.co.jp

(2)事業主体の代表者の氏名及

び職名

氏名 迫田章生

職名 代表取締役

(3)事業主体の設立年月日 1990年2月6日



2

(4)事業主体が兵庫県内で実施する他の介護サービス

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地

＜居宅サービス＞

訪問介護 あり なし

訪問入浴介護 あり なし

訪問看護 あり なし

訪問リハビリテーション あり なし

居宅療養管理指導 あり なし

通所介護 あり なし

通所リハビリテーション あり なし

短期入所生活介護 あり なし

短期入所療養介護 あり なし

特定施設入居者生活介護 あり なし ゼフィール白

川

神戸市須磨区白川台

5-7-57

福祉用具貸与 あり なし

特定福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型サービス＞

夜間対応型訪問介護 あり なし

認知症対応型通所介護 あり なし

小規模多機能型居宅介護 あり なし

認知症対応型共同生活介護 あり なし ゼフィール白

川グループホ

ーム

グループホー

ムそよかぜ

神戸市須磨区白川台

5-7-57

神戸市須磨区北落合

2-1-13

地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし

居宅介護支援 あり なし

＜居宅介護予防サービス＞

介護予防訪問介護 あり なし

介護予防訪問入浴介護 あり なし

介護予防訪問看護 あり なし

介護予防訪問リハビリテーション あり なし

介護予防居宅療養管理指導 あり なし

介護予防通所介護 あり なし

介護予防通所リハビリテーション あり なし

介護予防短期入所生活介護 あり なし

介護予防短期入所療養介護 あり なし

介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし ゼフィール白

川

神戸市須磨区白川台

5-7-57

介護予防福祉用具貸与 あり なし

特定介護予防福祉用具販売 あり なし

＜地域密着型介護予防サービス＞

介護予防認知症対応型通所介護 あり なし

介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし
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介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし ゼフィール白

川グループホ

ーム

グループホー

ムそよかぜ

神戸市須磨区白川台

5-7-57

神戸市須磨区北落合

2-1-13

介護予防支援 あり なし

＜介護保険施設＞

介護老人福祉施設 あり なし

介護老人保健施設 あり なし

介護療養型医療施設 あり なし

※ 兵庫県外で実施する介護サービスについては、別葉に記載すること。
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２．施設概要

(1)施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

①施設の名称 (ふりがな)ぜふぃーるしらかわ つー

      ゼフィール白川 Ⅱ

②施設の所在地 〒654-0103

兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7-57

③施設の連絡先 電話番号 078-791-3311

FAX番号 078-791-3287

ホームページ

アドレス

なし

あり : http://ｗｗｗ．ｋｓｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏ．ｊｐ

(2)施設の開設年月日 2007年3月1日

(3)施設の管理者の氏名

及び職名

氏名 安藤  雪代

職名 取締役・施設長

(4)施設までの主な利用交通手段

神戸市営地下鉄「名谷駅」下車神戸市営バス70系統白川台行終点「白川台」から約500ｍ

(5)施設の類型及び表示事項 ○類型：介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介

護・一般型介護予防特定施設入居者生活介護）

○居住の権利形態：利用権方式

○利用料の支払方式：一時金方式

○入居時の要件：入居時要支援・要介護

○介護保険：兵庫県指定介護保険特定施設（一般型特定施設）

○介護居室区分：全室個室

○一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員

体制： 3：1以上

(6)介護保険事業所番号 特定施設入所者生活介護事業所兵庫県指定

第2870701683号

介護予防特定施設入居者生活介護兵庫県指定

第2870701683号

(7)特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を受けた年

月日（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）

①事業の開始（予定）年月日 2007年3月1日

②指定の年月日 2019年3月1日

③指定の更新年月日 2025年3月1日
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３．従業者に関する事項              ※令和 5 年 7 月 1 日現在

(1)職種別の従業者の人数及びその勤務形態

①有料老人ホームの人数及びその勤務形態

実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換

算人数専従 非専従 専従 非専従

施設長 0 1 0 0 1 0.5

生活相談員 0 2 0 0 2 1

看護職員 1 1 0 1 3 2.5

介護職員 18 2 2 0 22 21.1

機能訓練指導員 0 0 0 2 2 0.7

計画作成担当者 0 2 0 0 2 1

栄養士
給食委託業者

調理員

事務員 0 1 0 0 1 0.5

その他従業者 0 0 0 0 0 0

②１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 38.75

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の

従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従

業者の人数に換算した人数をいう。

③従業者である介護職員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 0 0 0 0

介護福祉士 4 0 0 0

介護職員基礎研修 4 0 0 0

訪問介護員１級 0 0 0 0

２級 0 0 1 0

３級 0 0 0 0

介護支援専門員 0 2 0 0

④従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士 0 0 1 0

作業療法士 0 0 1 0

言語聴覚士 0 0 0 0

看護師及び准看護師 1 1 1 0

柔道整復士 0 0 0 0

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 0 0 0 0

⑤夜勤を行う看護職員及び

介護職員の人数

最少時の人数（宿直の従事者を除いた人数） 4

平均時の人数 4
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2

2

⑥特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態

実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換

算人数専従 非専従 専従 非専従

生活相談員 0 1 0 0 1 0.5

看護職員 1 1 0 1 3 2.5

介護職員 18 2 2 0 22 21.1

機能訓練指導員 0 0 0 2 2 0.7

計画作成担当者 0 2 0 0 2 1

その他従業者 0 0 0 0 0 0

⑦１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数   

38.75

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の

人数に換算した人数をいう。

⑧従業者である介護職員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

社会福祉士 0 0 0 0

介護福祉士 4 0 0 0

介護職員基礎研修 4 0 0 0

訪問介護員１級 0 0 0 0

２級 0 0 1 0

３級 0 0 0 0

介護支援専門員 0 2 0 0

⑨従業者である機能訓練指導員が有している資格

延べ人数 常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従

理学療法士 0 0 1 0

作業療法士 0 0 1 0

言語聴覚士 0 0 0 0

看護師及び准看護師 1 1 1 0

柔道整復士 0 0 0 0

あん摩マッサージ指圧師 0 0 0 0

⑩管理者の他の職務との兼務の有無

管理者が有している当該

業務に係る資格等

なし あり 資格等の名称

         看護師

⑪特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常勤

換算方法による人数の割合

47％

（1：2.1）
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(2)従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等

看護職員 介護職員 生活相談員

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度1年間の採用者数 1 1 4 1 0 0

前年度1年間の退職者数 1 1 3 1 0 0

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数 1 0 4 1 0 0

1年以上3年未満の者の人数 0 0 4 0 0 0

3年以上5年未満の者の人数 0 0 4 0 0 0

5年以上10年未満の者の人

数

0 0 3 0 0 0

10年以上の者の人数 1 1 3 1 2 0

機能訓練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勤 非常勤

前年度１年間の採用者数 0 1 0 0

前年度１年間の退職者数 1 0 0 0

業務に従事した経験年数

1年未満の者の人数 0 1 0 0

1年以上3年未満の者の人数 0 0 0 0

3年以上5年未満の者の人数 0 0 0 0

5年以上10年未満の者の人

数

0 1 0 0

10年以上の者の人数 0 0 2 0

(3)従業者の健康診断の実施状況 なし あり
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４．サービスの内容

(1)施設の運営に関する方針

地域に密着し、住み慣れた環境の中で安心して生活できる環境を提供し、入居者が喜び

と生きがいを感じる楽しく充実した自己存在感のある入居生活を創造し、入居者のマナ

ーとプライバシーを尊重し、コミュニケーションを図り、明るく楽しく生きがいのある

生活を提供する。

(2)介護サービスの内容、利用定員等

①個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無 なし あり

②夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無 なし あり

③人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 なし あり

④利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別 紙

⑤協力医療機関の名称 尾原病院 （須磨区妙法寺荒打308-1）

ホームから3ｋｍ

花畑クリニック （須磨区北落合3-28-2）

ホームから2ｋｍ

高橋クリニック（垂水区東垂水町字菅ノ口 707-1）

ホームから 8km

武村内科（垂水区平磯4-4-19）ホームから15ｋｍ

(協力の内容)

○診療科目：内科、外科、胃腸科・消化器科

○協力科目：入居者の状態が急変したときの入院及び救急の受け入れ必要に応じて

施設への往診等、 定期的に健康診断をする。

（医療費その他の費用は入居者の自己負担）

⑥協力歯科医療機関 なし あり その名称 ファミリー歯科クリニック （須磨

区北落合3-28-2） ホームから2ｋｍ

(協力の内容)

○必要が生じた場合の治療と往診（医療費その他の費用は入居者の自己負担）

⑦要介護時における居室の住み替えに関する事項

(ｱ)要介護時に介護を行う場所

介護居室または一時介護居室
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(イ)入居後に居室を住み替える場合

(ⅰ)一時介護室へ移る場合

判断基準・手続について

(その内容) ①事業所の指定する医師の意見を聞く ②入居者の意見を聞く

        ③身元引受人等の意見を聞く

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

(その内容)

       居室の利用権に変更はない

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

(その内容)

(ⅱ)介護居室へ移る場合

判断基準・手続について

(その内容)

       居室は全て介護居室

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

(その内容)

       居室の利用権に変更はない

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

(その内容)
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(ⅲ)その他 なし あり

判断基準・手続について

(その内容)

追加的費用の有無 なし あり

居室利用権の取扱い

(その内容)

入居一時金償却の調整の有無 なし あり

従前の居室からの面積の増減の有無 なし あり

従前居室との仕様の変更

便所の変更の有無 なし あり

浴室の変更の有無 なし あり

洗面所の変更の有無 なし あり

台所の有無 なし あり

その他の変更の有無 なし あり

(その内容)

⑧施設の入居に関する要件

自立している者を対象 なし あり

要支援の者を対象 なし あり

要介護の者を対象 なし あり

留意事項 概ね65歳以上

⑨契約の解除の内容 ①入居者が逝去した場合

②入居者から契約解除が行われた場合

③事業者から契約解除が行われた場合

・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居

したとき

・月払いの利用料その他の支払を正当な理由なく、しばしば遅

延するとき

・入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼ

し、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつホームにおける

通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができな

いとき

⑩体験入居の内容 1泊2日 7020円（内消費税520円）

⑪入居定員 ６０名

⑫その他 【短期解約特例】

入居後3カ月が経過するまで（入居日の翌日から契約終了日まで）の

間に契約が解除又は死亡により終了する場合は、契約書43条に基づ

き、入居一時金及び月額利用料等、受領済み総額の契約期間に係る

日割り分を除き全額返還いたします。

入居一時金のうち非償却部分は、全額を無利息で返還します。



11

(3)入居者の状況                                   

令和5年７月1日現在

①入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護4 要介護５ 合計

６５歳末満 0 0 0 0 0 0

６５歳以上７５歳未満 0 0 0 0 0 0

７５歳以上８５歳末満 3 0 1 1 1 6

８５歳以上 9 13 4 4 3 33

自立 要支援１ 要支援２ 合計

６５歳未満 0 0 0 0

６５歳以上７５歳未満 0 0 1 1

７５歳以上８５歳末満 1 0 3 4

８５歳以上 0 0 7 7

②入居者の平均年齢 89.37歳

③入居者の男女別人数 男性 16名 女性 35名

④入居率（一時的に不在となっている者を含む｡） 85％

⑤前年度に退居した者の人数

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

自宅等 0 1 0 0 0 1

社会福祉施設 0 1 1 2 0 4

医療機関 1 0 0 2 1 4

死亡者 0 2 6 4 2 14

その他 0 0 0 0 0 0

自立 要支援１ 要支援２ 合計

自宅等 0 0 0 0

社会福祉施設 0 0 0 0

医療機関 0 0 0 0

死亡者 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

⑥入居者の入居期間

入居期間 6ケ月未満 6ケ月以上

１年末満

１年以上

５年末満

５年以上

10年未満

10年以上

15年末満

15年以上

入居者数 12 8 22 6 2 1
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(4)施設、設備等の状況

①建物の構造 建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし あり

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 なし あり

②居室の状況 区分 室数 人数 １の居室の床面

積

一般居室個室 あり なし ㎡

一般居室相部

屋

あり なし ㎡

㎡

㎡

介護居室個室 あり なし 43 16.80㎡（内法13.45

㎡）

5 17.08㎡（内法13.31

㎡）

1 16.52㎡（内法13.25

㎡）

1 16.66㎡（内法13.26

㎡）

1 16.66㎡（内法13.33

㎡）

8 16.80㎡（内法13.49

㎡）

1 17.08㎡（内法13.39

㎡）

介護居室相部

屋

あり なし ㎡

㎡

㎡

一時介護室 あり なし 1 16.80㎡

㎡

③共用便所の設置

数     4

うち男女別の対応が可能な数    4ヶ所

うち車椅子等の対応が可能な数    4ヶ所

④個室の便所の設

置数    60

個室における便所の設置割合    100％

うち車椅子等の対応が可能な数     60

⑤浴室の設備状況 浴室の数 個浴 大浴槽 特殊浴槽 リフト浴

    3     1     1     0

その他、浴室の設備に関する事項

⑥食堂の設備状況 1階 48.72㎡（15席） 2階南 45.94㎡（15席） 2階北 45.60

㎡（15席）

3階 49.74㎡（15席）

入居者等が調理を行う設備状況 なし あり

⑦その他、共用施設の設備状況

なし あり (その内容) ロビー、フロント、会議室、娯楽室、駐車場等

⑧バリアフリーの対応状況

(その内容) 全居室内、廊下、共用施設に手すり設置、車椅子での移動可能。

⑨緊急通報装置の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

⑩外線電話回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり

⑪テレビ回線の設置状況 なし 一部あり 各居室内にあり
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⑫施設の敷地に関する事項

敷地の面積   １,668．53㎡

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

抵当権の設定 なし あり

貸借（借地）

なし あり 契約期間 始 終

契約の自動更新 なし あり

⑬施設の建物に関する事項

建物の延床面積   2,55２．46㎡

鉄骨造3階建

事業所を運営する法人が所有 なし 一部あり あり

抵当権の設定 なし あり

貸借（借家）

なし あり 契約期間 始 終

契約の自動更新 なし あり
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(5)利用者からの苦情に対応する窓口等の状況

①事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口

窓口の名称 施設相談窓口（苦情処理担当者を定め体制を整備。入居者からの苦情内

容には守秘義務を課し速やかに対応。苦情申出による差別的な待遇は一

切行わない。） （担当：  生活相談員 ）

電話番号 078-791-3311

対応している時

間

平日 8：45～17：30

土曜 8：45～17：30

日曜・祝日 8：45～17：30

定休日等 なし

②上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等

窓口の名称 ①神戸市高齢福祉課 ②兵庫県国民健康保険団体連合会 ③社団法人全

国有料老人ホーム協会

電話番号 ①078-322-5226 ②078-332-5617 ③03-3272-3781

対応している時

間

平日 ①② 9：30～17：00 ③ 10：00～17：00

土曜

日曜・祝日

定休日等 土日・祝日

(6)サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応

①損害賠償責任保険の加入状況

なし あり (その内容) 純粋経済損失・身体障害・財物破損（1事故につき1億円）

人格権障害賠償（1名につき100万円） 管理受託物に関する損害賠償

金（1事故につき100万円）

②その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること

なし あり (その内容) リスク委員会を設置して対応する。

        県・市・保険会社へ報告する。

(7)サービスの提供内容に関する特色等

(その内容) 月１回の買物ツアー、施設内での野菜作り、月1回程度の季節に応じたイベント

の開催等。

(8)利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

①利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況

なし あり 実施した年月日 （年2回実施）

当該結果の開示状況 なし あり・（配布・HP）

②第三者による評価の実施状況

なし あり 実施した年月日 平成23年3月5日

実施した評価機関の名称 (株)ぎょうせい総合研究所

当該結果の開示状況 なし あり・（配布・HP）
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５．利用料金

(1)年齢により一時金の料金が異なる場合 なし あり

(2)一時金に関する費用

①居室に要する一時金（一般居室や介護居室、共用部分の利用

のための家賃相当額に充当されるもの）

なし あり

名称

最低の額 最高の額 最多価格帯

     1 人の入居の場合 1,080,000

円

1,080,000

円

1,080,000

円

60戸

最低の額 最高の額 最多価格帯

人の入居の場合 円 円 円 戸

最低の額 最高の額 最多価格帯

人の入居の場合 円 円 円 戸

一時金の償却に関する事項

償却開始 入居をした月 なし あり

上記以外 (その内容)

初期償却率（％） 20％（想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて

受領する額）216,000円

償却年月数 5年間（60ヶ月）

解約時返還金の算定方法

（別紙参照）

想定居住期間内に契約が終了した場合、下記の算定式に基づ

く額を返還いたします。

返還金＝一時金×想定居住期間償却率８０％÷（入居日の翌

日から償却期間満了日までの実日数）×（契約終了日から償

却期間満了日までの実日数）

その他、月払い利用料については日割り精算を行う。

■入居一時金の算定根拠

土地代、建設費、借入金利息等を基礎として、平均寿命等勘

案した想定居住期間の家賃相当額、及び想定居住期間を超え

て入居契約が継続する場合に備えて受領する費用

（別紙参照）

3 か月以内の契約終了による

返還金について

（別紙参照）

入居日の翌日から 3 か月以内の契約解除の場合又は死亡に

よる契約終了の場合は、受領済の一時金を全額返還する。但

し、利用期間に係る利用料を下記算定方法に基づき受領す

る。

・算定方法

一時金×想定居住期間８０％÷想定居住期間 60 カ月÷３

０×（入居日から契約終了日までの実日数）

・想定居住期間を超えて契約が継続する費用は全額返金する

・月払い利用料については日割り精算を行う

・原状回復費用が必要です

保全措置の実施状況 なし あり (その内容)

（社）全国有料老人ホーム協会の入居者基金

制度に加入。

②利用者の選定による介護サービス利用料

(人員配置が手厚い場合の介護サービス)

なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料）
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「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない額に充

当するものとしての合理的な積算根拠 なし あり

名称

一時金の償却に関する事項

償却開始 入居をした月 なし あり

サービス提供を開始した月 なし あり

初期償却率（％）

償却年月数

解約時返還金の算定方法

保全措置の実施状況 なし あり （その内容）

③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 なし あり

(｢あり｣の場合、その内容及び利用料)

名称

一時金の償却に関する事項

償却開始 入居をした月 なし あり

サービス提供を開始した

月

なし あり

上記以外 (その内容)

初期償却（％）

償却年月数

解約時返還金の算定方法

保全措置の実施状況

なし あり (｢あり｣の場合、その内容)

④その他に要する一時金 なし あり

(｢あり｣の場合、その内容及び利用料)

敷金相当額 450,000円（非課税）

名称 保証金

解約時返還金の算定方法 修繕費、清掃費を差し引いて全額を返還する

保全措置の実施状況

なし あり (｢あり｣の場合、その内容)

（社）全国有料老人ホーム協会の入居者基金制度に加入。当社が

個別入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産

等に至り、入居者のすべてが退去せざるを得なくなり、かつ入居

者から入居契約が解除された場合に、償却期間終了後においても

保証金として500万円が入居者に支払われる。（500万円は前

払い金総額に対する保証額）

⑤一時金に対する留意事項等

なし あり (｢あり｣の場合、その内容)

(3)介護保険給付以外のサービスに要する費用

①月額の場合の利用料の額
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管理費 なし あり 51,700円

(｢あり｣の場合、その使途)事務管理の人件費、建物の修繕・維持管理費、清掃、害虫駆除、

共用部光熱水費

食費 なし あり 54,540円

（「あり」の場合、その内容） 食堂にて3食30日間喫食した場合の費用（食数に応じ

て返金あり）

光熱水費 なし あり 円

利用者の個別的な選択による介護サービス利用料

人員配置が手厚い場合の介護サービス なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料） 平成21年8月1日より

介護保険外サービス費用  9,240円／月

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない

額に充当するものとしての合理的な積算根拠 なし あり

個別的な選択による介護サービス なし あり

(｢あり｣の場合、その内容及び利刑料)

家賃相当額 なし あり 57,000円

その他に必要な月額利用料 なし あり

（「あり」の場合、その内容及び利用料） ※令和6年4月1日改定

※要介護者等の場合、介護保険給付の自己負担額を支払う。

区分 介護給付費の単位 30 日分の目

安

代理受領時の自己負担分

要支援 1 183 単位/日 57864 円 5786 円

要支援 2 313 単位/日 98970 円 9897 円

要介護 1 542 単位/日 171380 円 17138 円

要介護 2 609 単位/日 192565 円 19256 円

要介護 3 679 単位/日 214699 円 21469 円

要介護 4 744 単位/日 235252 円 23525 円

要介護 5 813 単位/日 257070 円 25707 円

医療機関連携加算 80単位／月

介護職員処遇改善加算 上記負担額の8.2％

介護職員等特定処遇改善加算 上記負担額の 1.2％

介護職員等ベースアップ等支援加算 上記負担額の 1.5％

※「介護保険負担割合が 2 割の方は上記負担金が倍になります」

※「介護保険負担割合が 3 割の方は上記負担金が 3 倍になります」

②その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料 なし あり

個別的な外出介助（1,500円／時間） 個別的な買い物代行（800円／回） 各種代行（800

円～／回） 標準回数以上の家事手伝（500円／30分） 標準回数以上の機械浴（1000

円／回）

布団一式レンタル（500円／日） 送迎等交通費（施設が通常利用する区間 概ね３ｋｍ以

内 片道200円）（左記以外 ３ｋｍまで400円 以降 １ｋｍ毎100円）

添付書類：「介護サービス等の一覧表」 「重度化した場合の対応に係る指針」

※           様  ※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名

を求める。                  説明年月日  令和  年  月  日

説明者署名                 
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別紙：

家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法

  

  ≪前提条件≫

① 家賃相当額

        １ヵ月分の額      ７１，４００円

② ①のうち、家賃相当額の前払金として支払う額

        １ヵ月分の家賃の内   １４，４００円

③ 想定居住期間

『ゼフィール白川・ゼフィール白川Ⅱ』

（過去 6 年間の入居者の入居時の平均年齢）

入居時年齢    女性  ８４．７５歳  男性 ８６．６５歳

今後の入居者の男女比率を５０％と予想して試算する。

④ 前払い金の保全措置     

入居者生活保証制度

  ≪家賃等の前払金の算定の基礎≫

入居者生活保証制度における要介護者データを使用して年央居住継続率が概ね５０％

となる期間５年間を「想定居住期間」とする。

入居者生活保証制度（要介護）データでの試算では、想定居住期間を超えて契約が継続

する場合に備えて受領する額が、３５２，０００円（一時金の２８．９５％）となるが、

入居者の負担軽減を目的に、２１６，０００円（一時金の２０％）とする。

（１ヵ月分の家賃）×（想定居住期間（月数））＋（想定居住期間を超えて契約が

継続する場合に備えて受領する額）

１４，４００円×６０ヶ月＋２１６，０００円＝１，０８０，０００円

  ≪家賃等の前払金の返還債務の金額の算定方法≫

① 入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除等された場合

（家賃の前払金の額）－（１ヵ月分の家賃前払金の額）÷３０×（入居の日から

起算して契約が解除された日までの日数）

② 入居者の入居後、３月が経過し、契約期間が経過するまでの間に契約が解除等され

た場合、契約が解除等された日以降、契約期間が経過するまでの期間につき、日割

計算により算出した家賃の額




